
ボスニア・ヘルツェゴビナ（ＢＨ）情勢月報（平成２９年６月分） 

平成２９年７月 

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 

（注：以下は、現地紙など公開情報をとりまとめたものです。） 

 

１．国内情勢 

（１）国家レベル 

●ＢＨ閣僚評議会、ジェノサイド否定行為に対

する、刑事制裁導入を含む刑法改正法案のＢ

Ｈ議会提出を採択（１３日） 

 １３日、ＢＨ閣僚評議会において、ジェノサイ

ド否定行為に対する刑事制裁の導入を含む

刑法改正法案が満場一致で採択された。今

後、同法案は、ＢＨ議会に提出され審議される。

同改正法案は、欧州評議会の「反資金洗浄・

テロ資金提供評価専門委員会（ＭＯＮＥＹＶＡ

Ｌ）」の要請を受けたもので、ジェノサイドの否

定、ヘイト・スピーチのインターネットによる拡

散を処罰対象にしていることが特徴である。 

 ドディックＲＳ大統領（ＳＮＳＤ党首）率いるＲ

Ｓ政府は、このニュースに激しく反応し、セル

ビア系国政与党「変革のための同盟」（ＲＳ野

党）の閣僚達を強く非難。ＲＳ政府は同法案を

受け入れないとする決定を閣議決定した。こ

の反応に対し、ＢＨ閣僚評議会で賛成票を投

じたシャロビッチＢＨ対外貿易関係相及びメク

ティッチＢＨ治安相（共にセルビア系、ＳＤＳ）

は、同法案はＲＳの利益を損害するものでは

なく、事前にＲＳの関係省と協議を重ね、同省

の要望も反映している旨説明した。 

 

●チョービッチ大統領評議会メンバー（クロア

チア系）は、ドディックＲＳ大統領に対し、今後

ＲＳ与野党の合意がない法案は、ＢＨ閣僚評
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議会ではクロアチア系閣僚は賛成しない旨約

束（１６日） 

 １６日、チョービッチ大統領評議会メンバー

（クロアチア系）とドディックＲＳ大統領はバニ

ャ・ルカで会談し、ＢＨの司法制度と国政連立

与党の働きぶりに関して協議を行った。そこで、

チョービッチ大統領評議会メンバーは、今後閣

僚評議会のクロアチア系大臣は、ＲＳの与野

党合意がない法案には、賛成票を投じない旨

発言した。この約束は、閣僚評議会による１３

日の刑法改正法案の議会提出に対する閣議

決定を受けたもの。 

 現在、ＲＳではドディック大統領率いるＳＮＳ

Ｄが与党であるが、ＢＨ国政では、ＳＤＳ、ＰＤ

Ｐ等による「変革のための同盟」がセルビア系

与党となっており、ねじれが発生している。ま

た、チョービッチ大統領評議会メンバーは、Ｈ

ＤＺの党首であり、同党は閣僚評議会内に、ベ

バンダ副首相兼財務相、ペンデシュ国防相及

びグルベシャ司法相の３人を擁している。 

 

●蘭控訴審、スレブレニツァにおける３００名

の犠牲者に対するＰＫＯ蘭部隊の責任を認め

る判決（２６日） 

 ２６日、蘭控訴審は、１９９５年７月、国連ＰＫ

Ｏ部隊によってセルビア系部隊に引き渡され、

その後殺された３００名のボシュニャク系男性

の死亡に関して、蘭政府に責任があるとする

２０１４年の判決を認める判決を下した。 

 セルビア系部隊によって８，０００名もの男性

が殺されたスレブレニツァのジェノサイドは、

欧州における第二次大戦以降最大の虐殺。

判決に述べられている３００名は、国連ＰＫＯ

蘭部隊が維持していたポトチャリ・ベースに助

けを求めたものの、セルビア系がスレブレニツ

ァを制圧した際に、蘭部隊は同ベースを離れ

るように求められ、同部隊がそれに応じたた

めに殺された人数である。 

 ２０１４年の判決に対しては、原告である「ス

レブレニツァ母の会」はＰＫＯ部隊には８，０００

名全ての死に対して責任があるとして、また被

告である蘭政府は、同部隊は被害者の死が

予測できなかったとして双方が控訴していた。 

   

（２）エンティティ、特別区 

ア ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦（ＢＨ連邦） 

●クロアチア系の戦犯被告を支援するコンサ

ートを開催（８日） 

 ８日、モスタル市において、クロアチア民族

評議会（ＨＮＳ）の後援による、旧ユーゴスラビ

ア国際刑事裁判所（ＩＣＴＹ）におけるクロアチ

ア系被告６名を支援するイベントが開催された。

イベント内では、クロアチア民族主義を礼賛す

る歌手トンプソンのコンサートも開催された。 

モスタル市は、ＢＨ紛争中クロアチア系とボ

シュニャク系の間で激しい戦闘が繰り広げら

れた象徴的な場所であり、同日、イゼトベコビ

ッチ大統領評議会メンバー（ボシュニャク系）

は同市で開催された紛争時の写真展に出席

し、ＨＮＳはそのようなコンサートを支援すべき

では無かった旨、また、民族主義的なコンサ

ートはバルカン地域では禁止されており、挑発

行為である旨発言した。また、国際社会であ

るＢＨの和平履行評議会（ＰＩＣ）は、６日、イベ

ントに先立ち、民族の対立を煽るものとして本

イベントを非難する声明を発出していた。 

  

●約３００名の退役軍人、ＢＨ連邦の最低年

金額の支給を求めてデモを実施（１２日） 

 １２日、ＢＨ連邦政府ビル前において、約３０

０名の退役軍人が、ＢＨ連邦の最低年金額と

同額の月額３２６ＫＭ（約１６７ユーロ）の支給
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と、退役軍人関連法の改正を求めてデモを実

施した。その後、退役軍人会の代表とブクバ

レビッチＢＨ連邦退役軍人相（ＳＤＡ）が協議を

行い、関連法の修正案がＢＨ連邦議会に提出

された。また１４日には、ブクバレビッチ大臣が、

計２１の退役軍人団体と雇用プロジェクトに関

する約４０万ＫＭ（約２０万４，６００ユーロ）の

合意に署名を行った。 

 

●中央ボスニア・カントン教育相、ヤイツェ市

の高校に対する「１校舎２学校」制度の導入取

止めを発表（１７日） 

 １７日、チェルケズ中央ボスニア・カントン教

育相は、ヤイツェ市の高校における「１校舎２

学校」制度の導入取止めを発表した。同教育

相は、制度を取止めた理由として、生徒達の

抗議活動では無く、国際社会の反対を挙げ

た。 

本制度は、ヤイツェ市の高校を、同一校舎

内で民族別に２分割（ボシュニャク系とクロア

チア系）するという内容で、３月２０日に同カン

トン議会が決定し、これに反対する同高校の

生徒達が抗議活動を続けていた。１日には、

生徒達を激励するため、小川大使も参加する

仏語話者の在ＢＨ各国大使の会が現地を訪

れ、自分達の知識や行動によってＢＨの人々

の橋渡しに貢献しているとして、生徒達に「将

来への架け橋」のプレートを授与していた。 

 なお、２０日には、約１００名の高校生が、ト

ラブニク市の同カントン政府庁舎前で、ＢＨに

おける「１校舎２学校」５４校全ての廃止を求め

て抗議運動を実施するなど、抗議活動を続け

ている。 

  

イ スルプスカ共和国（ＲＳ） 

●スレブレニツァ市議会、議会与党の再交代

による新議長の任命（２２日） 

 ２２日、スレブレニツァ市議会は会合を実施

し、ＳＮＳＤ及びＳＤＡを中心に新たに結成され

た新連立与党によって、フェイジッチ議長（ＳＤ

Ａ）が解任され、タバコビッチ新議長（ＳＤＡ）が

任命された。 

 ２０１６年１０月に実施された地方選挙によっ

て、紛争後初めてセルビア系のグルイチッチ

市長（無所属・ＳＮＳＤ系）が誕生したスレブレ

ニツァ議会であるが、時期を同じくして発生し

たボシュニャク系最大政党ＳＤＡの内部対立

の影響を受け、今回が２月から４度目の与党

交代となる。前回は４月２８日のＳＮＳＤを中心

とした連立からＳＤＳを中心とした連立への交

代で、これに対し、グルイチッチ市長及びＳＮ

ＳＤ支部長はドディックＲＳ大統領の下を訪れ、

与党復帰に向けた対策を協議していた。その

後、６月中にＳＮＳＤを中心とした連立が再度

過半数を獲得し、与党に返り咲いた。 

 

●ドディックＲＳ大統領、２０１８年の離脱に関

する住民投票を否定（２８日） 

 ２８日、ドディックＲＳ大統領は、オンライン紙 

「ポリティコ」のインタビューに答え、「我々は２

０１８年に住民投票を行うつもりはない。来年

住民投票を実施した場合の結果と周りの反応

を理解している。しかし、ＲＳがその権利を正

式に認められるための流れは構築していきた

い。」と述べ、まだ機が熟していないため、２０

１８年には、ＲＳのＢＨ離脱の是非を問う住民

投票を実施しない旨述べた。なお、ドディック

大統領が党首を務めるＳＮＳＤは、２０１８年に

独立の住民投票を実施する旨の決議を、２０

１５年に採択していた。 
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２．外政 

（１）多国間、国際・地域機構（ＥＵ加盟プ

ロセスを含む） 

●ＢＨ司法改革に関するＥＵ「構造対話」会議

の実施（１日） 

 １日、ＢＨの司法改革のために２０１１年に創

設された「ＥＵ構造対話」に関し、欧州委員会

とＢＨ国政及び両エンティティの司法相と司法

専門家による会議が、サラエボのＥＵ代表部

で１年ぶりに開催された。 

 同会議後、カシポビッチＲＳ司法相は、欧州

委員会が、裁判規則のＢＨ各レベル間調整方

針作成の最終期限を６月２７日に設定したこと

を発表した。 

 

●イバニッチ大統領評議会議長（セルビア系）

等のＮＡＴＯ本部訪問。（２０日） 

 ２０日、イバニッチ大統領評議会議長（セル

ビア系）、ズビズディッチ閣僚評議会議長（ボ

シュニャク系）及びペンデシュ国防相（クロアチ

ア系）が北大西洋理事会（ＮＡＣ）出席のため

にＮＡＴＯ本部を訪問した。イバニッチ議長は、

大統領評議会における防衛レビューの採択や、

アフガニスタンにおけるＢＨ軍によるＰＫＯ活

動等のＮＡＴＯ加盟に向けたＢＨの成果を強調

し、一方で、ＮＡＴＯ加盟アクションプラン（ＭＡ

Ｐ）の発効に対する残りの課題である全防衛

資産の国家登録に関しては、しばらく時間が

かかるとして、ＭＡＰ開始条件の緩和を望む旨

述べた。 

 一方、ズビズディッチ議長は、２０１７年末も

しくは２０１８年初頭に、ＭＡＰの発効を目指し

たいとしつつ、「ＮＡＴＯ加盟は、ＢＨ国民にとっ

て平和、安定、経済成長及び生活水準の改善

の象徴であり、重要な意味を持っている。」と

述べた。 

 

（２）二国間関係 

●ドディックＲＳ大統領の露訪問及びプーチン

大統領との会談（２日） 

 １－２日、ドディックＲＳ大統領は、サンクトペ

テルブルグにおいて開催された国際経済フォ

ーラム出席のため、露を訪問した。ドディック

大統領は、同フォーラムにおいてセルビアが

露と経済特区の創設につき協議したことに関

し、この特区がＲＳにも利益を与えることは間

違いないと述べた。 

 ２日、ドディック大統領はプーチン露大統領

と会談を実施。会談後、ドディック大統領は、

「バニャ・ルカにあるセルビア正教会の中に

「ロシア正教会センター」の建設を開始したこ

とを報告し、プーチン大統領は喜んでいた。」

と述べ、また、露が多国間関係において、ＢＨ

に関して原則的で建設的な立場を保持してい

ることに謝意を表明し、露に対する経済制裁

は、西側にとって大きな損失であると伝えた。」

と述べた。これに対し、後日、この「会談」はた

った４分間であり、同大統領の影響力が強い

新聞による過剰報道ではないかという指摘も

寄せられた。 

 ドディック大統領は、ＢＨ進出企業である露

の国営石油会社ザルベージェネフチ社とも会

談し、今後の更なる関係発展について協議し

た。 

 

●ＢＨ大統領評議会、ブチッチ・セルビア大統

領の就任式に出席（２３日） 

２３日、ブチッチ・セルビア大統領の就任式

典がベオグラードで催行され、ＢＨからは大統

領評議会メンバー３名及びドディックＲＳ大統
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領が出席した。 

ブチッチ大統領との会談後、イバニッチ大

統領評議会議長（セルビア系）は、「ＢＨとセル

ビアの関係が悪かったことは無い。悪かった

のは、ＢＨボシュニャク系指導者とセルビアの

指導者の関係であって、関係は好転すると考

えている。」と発言した。また、イゼトベコビッチ

大統領評議会メンバー（ボシュニャク系）は、

「ブチッチ大統領は、バルカン地域そしてＢＨ・

セルビア関係に貢献する人物であると見てお

り、我々と共にバルカン地域の平和のために

取り組むであろう。」と述べた。 

 

３．経済 

（１）経済指標 

●ＧＤＰ成長率 

 ＢＨ統計局によると、１７年第１四半期は、前

年同時期と比較して、実質ＧＤＰは２．７％の

増加となった。 

 

●鉱工業生産高 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年５月の鉱

工業生産高は、１７年４月と比較して、１．８％

の減少。 

 

●雇用／失業者数 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年４月のＢＨ

全体の雇用者数は７５３，９７５人。同月の失

業者数は４９３，４０５人で失業率は３９．６％と

なった。 

 

●平均給与 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年４月のＢＨ

における平均給与（手取り）は８３９ＫＭ（約４２

９ユーロ）となった。 

 

●消費者物価指数 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年５月の消

費者物価指数は前月から１．０％の増加。 

 

●貿易額 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年１月～５月

のＢＨの輸出額は４３億８７０万ＫＭ（約２２億４

００万ユーロ）、輸入額は７０億４２０万ＫＭ（約

３５億８，２７０万ユーロ）となった。 

・輸出相手国上位５ヵ国（貿易額、１７年１月）：

①ドイツ（６億４，１５０万ＫＭ／約３億２，８１０

万ユーロ）、②クロアチア（５億５４０万ＫＭ／

約２億５，８５０万ユーロ）、③イタリア（４億８，

９９０万ＫＭ／約２億５，０６０万ユーロ）、④セ

ルビア（４億５７０万ＫＭ／約２億７５０万ユー

ロ）、⑤オーストリア（３億６，１９０万ＫＭ／約１

億８，５１０万ユーロ）参考：日本（５３万７，００

０ＫＭ／約２７万５，０００ユーロ） 

・輸入相手国上位５ヵ国（貿易額、１７年１月～

５月）：①ドイツ（８億１，９２０万ＫＭ／約４億１，

９００万ユーロ）、②イタリア（８億５５０万ＫＭ／

約４億１，２００万ユーロ）、③セルビア（７億６，

８１０万ＫＭ／約３億９，２９０万ユーロ）、④ク

ロアチア（６億８，１６０万ＫＭ／約３億４，８７０

万ユーロ）、⑤中国（４億５，８６０万ＫＭ／約２

億３，４６０万ユーロ） 参考：日本（８２７万４，

０００ＫＭ／約４２３万２，０００ユーロ） 

＊上記数値はいずれも原産国及び仕向国に

よる算出。 

 

●観光客数 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年５月、ＢＨ

にはのべ１３７，８８４人（うち日本からは９３７

人）の観光客が訪れた（注：宿泊を伴った観光

客の総計）。 
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（２）経済政策、公共事業 

●ＢＨ連邦、３，０００万ＫＭの短期国債を発行

（１３日） 

 １３日、ＢＨ連邦はサラエボ証券取引所にて

３，０００万ＫＭ（約１，５４０万ユーロ）分の６ヶ

月短期国債（財務省短期証券）を発行し、販

売目標に達した旨、ＢＨ連邦財務相が発表し

た。 

 短期国債は、価格の９９．８６７７％で売却さ

れ、利回りは０．２７％で、前回６月６日に発行

された短期国債の０．２５％より増加した。需

要は、発行額３，０００万ＫＭに対し、総額３，１

９０万ＫＭとなった。 

 

●ＢＨ－クロアチア間ガス・パイプライン工事

の開始間近 

 １８日付サラエボ・タイムズによると、ＢＨ連

邦政府は、自らの戦略的プロジェクトと位置づ

けているＢＨ・クロアチア間のガス・パイプライ

ン｢Southern Interconnection｣の建設に関する

情報を承認した。このプロジェクトは、連邦内

天然ガス市場の供給と発展の安全性を確保

できるという点で、ＢＨ連邦にとって戦略的な

ものであり、また、ゼニツァ＝トラブニク＝ノビ・

トラブニク＝ポスシィェ＝ザグボズド（クロアチ

ア）間のガス・パイプライン建設にむけての第

一歩となる。 

ＢＨガスは、ＢＨ連邦政府と協力して、パイ

プライン、プロジェクト文書及び所有権・法的

関係についての最終調査のために資金を拠

出している。またこの間、このプロジェクトへの

投資に関心を有する投資家との会合も持たれ

たという。 

この同プロジェクトのクロアチア国内部分の

建設に関して、同国プリナクロ社との基本合

意書（ＬＯＩ）は署名済である。 

数年間の膠着期間の後、ＢＨガスは、わず

か数ヶ月間のあいに投資家及びＢＨ国内及び

この地域の関係者のためにこのプロジェクトを

実現可能な段階まで漕ぎ着けた。 

 

●中国企業４０社、１０月にＢＨを訪問（２０日） 

 ２０日、ミリニッチ外国投資促進庁（ＦＩＰＡ）長

官は、中国の寧波市代表との会合において、

１０月に中国企業４０社がＢＨを訪問すること

で合意したと発表した。 

 ７００万人以上の人口を抱える寧波市には、

約１６万社の民間企業、約３６万社の小規模

な家族経営企業がある。寧波市の外国投資

部長とミニリッチ長官は、ＢＨと寧波市の間に

は、金属加工、食品、木材加工、エネルギー

及びＩＴといった産業における更なる協力促進

の可能性があり、来秋の企業団訪問を通じて、

両国企業間の関係を密にしていくことで一致し

た。 

 

●ＩＭＦ、ＢＨに対する拡大信用供与措置を一

から見直しか。 

２２日付サラエボ・タイムズは、昨年９月にＢ

Ｈが署名したＩＭＦの拡大信用供与措置（ＥＦＦ）

は、条件とされた新燃料税の不成立や、ＩＭＦ

との合意と逆行する警察官の給与引き上げの

動き等により、もはや今までの条件による合

意は有効ではないと報じた。 

 その場合、ワシントン本部からもう一度ＩＭＦ

代表団が訪問して交渉を一からやり直す必要

があり、その際、経済指標は、昨年９月の署

名後の１１月に新たに発表された指標を参照

することになる。右により、現行の３目標に関

連するディスバースの条件に、新たな条件が

追加される可能性があるという。 
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 現行の３目標は、１）雇用の促進及び民間セ

クターの能力強化を伴う構造改革、２）持続可

能な財政方針の達成、３）銀行の強化を通し

た財政的安定の維持である。なお、ＥＦＦの期

間は、３年間と定められているが、必要性が

認められた場合、１年間の期間延長も認めら

れる。 

 

（３）経済協力 

●ＥＵ、中小企業支援に５０万ユーロを供与

（１日） 

 １日、ＥＵは、ＥＵが資金供与し国連開発計

画（ＵＮＤＰ）が実施する「地方統合開発（ＬＩＤ）」

プロジェクトの枠組みで、１９社の中小企業に

対して技術開発支援及び新規設備投資等を

支援するプロジェクトを新たに開始し、供与式

を開催した。同プロジェクトは、企業の競争力

の強化とＢＨにおける雇用促進を目的とし、１

０６万ＫＭ（約５４万ユーロ）の無償資金を供与

するもの。これにより、第一フェーズとして１９

社は２５０名の雇用を創出することとなる。こ

の１９社は、今後事業を拡大する中で総額１，

１３０万ＫＭ（約５７８万ユーロ）の投資を計画し

ている。 

 なお、ＬＩＤの枠組みは、案件の実施における

両エンティティ及び地方行政の社会基盤や能

力の強化も重要視しており、今回支援をうける

１９社は、ＢＨ連邦開発・中小企業省とＲＳ中

小企業庁との協力の下、公正な手続きに従い

選出されたもの。 

 

●ＥＵ、スウェーデン、高等司法評議会データ

センターの設立を支援（２日） 

 ２日、高等司法評議会（ＨＪＰＣ）データセンタ

ーの完成披露会が、ＨＪＰＣ及び本センター設

立のドナーであるＥＵとスウェーデンにより開

催された。 

 同センターの建物と設備は、２０１２－２０１３

年のＥＵ潜在的加盟候補国及び加盟候補国

支援枠組（ＩＰＡ）による「司法の能力改善プロ

ジェクト」及び「司法の情報コミュニケーション

システムの強化及び発展プロジェクト」の資金

で賄われた。同センターの設備は、火災、洪

水、盗聴やその他の有事に対する適切な対

策に加え、司法情報システムや訴訟管理シス

テム等の日常的に使用されている重要システ

ムの継続的機能に対する安全確保も備わっ

ている。 

 

（４）民間セクター 

●ＨＥＰ社、スタナリ火力発電所の買収に向け

て協議 

 ＳＥＥニュースによると、クロアチアの電力会

社ＨＥＰグループはこの数ヶ月来、セルビアＥ

ＦＴ社が所有するドボイ市近郊のスタナリ石炭

火力発電所の買収につき、水面下で交渉して

いる。 

 同発電所は昨年稼働開始し、発電量３００メ

ガワットで、炭鉱も併設されている。同発電所

はセルビアの電力卸会社ＥＦＴ社の所有。褐

炭を産出する同炭鉱の想定埋蔵量は８，８００

万トンである。この地域の褐炭への需要が減

少する中、ＥＦＴは発電所の建設を決めた。当

初は４００メガワット、年間ベースでは３テラワ

ット時の発電量の火力発電所の建設計画であ

った。 

 

 

（了） 

 


